
かりや市議会だより平成２４年８月 1日 第115号 （�）かりや市議会だより 平成２４年８月 1日第115号（�）

・
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
専
決
処
分
に
つ
い
て�

了
承

・
刈
谷
市
土
地
開
発
公
社
経
営
状
況
に
つ
い
て�

了
承

・
平
成
２３
年
度
刈
谷
市
水
道
事
業
会
計
継
続
費
の
繰
越
し
に
つ
い
て

�

了
承

・
平
成
２３
年
度
刈
谷
市
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
の
繰
越
し
に
つ
い
て

�

了
承

・
平
成
２３
年
度
刈
谷
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
の
繰
越
し
に

つ
い
て�

了
承

・
平
成
２３
年
度
刈
谷
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
の
繰
越
し

に
つ
い
て�

了
承

・
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て�

異
議
な
い
旨
答
申

【
建
設
水
道
委
員
会
関
係
・
１
議
案
】�

可
決

・
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
（
市
営
住
宅
明
渡
し
等
請
求
事
件
）

【
平
成
２４
年
度
補
正
予
算
関
係
・
１
議
案
】�

可
決

・
平
成
２４
年
度
刈
谷
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

【
請
願
・
６
件
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　

・「
こ
こ
ろ
の
健
康
を
守
り
推
進
す
る
基
本
法
」（
仮
称
）
制
定
を
求
め
る

国
へ
の
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願�

採
択

・
す
べ
て
の
高
齢
者
に
月
額
３
・
３
万
円
の
年
金
を
支
給
し
、
年
金
受
給
資

格
期
間
を
短
縮
す
る
よ
う
国
に
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願

�

不
採
択

・
年
金
支
給
年
齢
の
引
き
上
げ
を
や
め
る
よ
う
国
に
意
見
書
の
提
出
を
求

め
る
請
願�

不
採
択

・
年
金
２
・５
％
の
削
減
を
や
め
る
よ
う
国
に
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願

�

不
採
択

・
消
費
税
増
税
に
反
対
す
る
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願�

不
採
択

・
消
費
税
の
大
増
税
に
反
対
す
る
請
願�

不
採
択

【
議
員
提
出
議
案　

２
件
】�

す
べ
て
可
決

・
刈
谷
市
議
会
に
お
け
る
信
頼
回
復
に
関
す
る
決
議

・「
こ
こ
ろ
の
健
康
を
守
り
推
進
す
る
基
本
法
」（
仮
称
）制
定
を
求
め
る
意
見
書

■
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

　

一
定
期
間
家
賃
を
滞
納
し
、
家
賃

の
支
払
い
等
に
応
じ
て
い
な
い
者
に

対
し
て
、
市
営
住
宅
の
明
渡
し
及
び

家
賃
の
支
払
い
を
求
め
る
た
め
訴
え

を
提
起
し
ま
す
。

〔
問
〕
訴
え
の
提
起
を
す
る
前
に
、

入
居
者
の
滞
納
の
原
因
や
、
滞
納

に
至
る
状
況
な
ど
を
考
慮
し
た
対

応
を
行
っ
て
い
る
の
か
。

〔
答
〕
今
回
の
訴
え
は
、
納
入
催
告

書
の
発
送
に
も
応
答
が
な
く
、
訪

問
し
て
納
入
の
お
願
い
を
す
る
も

拒
否
さ
れ
、
ま
た
、
分
納
で
の
納

付
の
誓
約
に
も
応
じ
な
い
、
あ
る

い
は
誓
約
し
て
も
約
束
を
履
行
し

て
も
ら
え
な
い
状
況
で
、
さ
ら
に

は
、
明
渡
し
請
求
予
告
を
発
送
し

た
が
、
一
切
呼
び
出
し
に
も
応
じ

な
い
状
況
に
対
応
す
る
も
の
で
あ

る
。
日
常
の
生
活
状
況
か
ら
、
家

賃
を
納
入
で
き
な
い
ほ
ど
の
生
活

困
窮
者
と
は
認
め
ら
れ
な
い
入
居

者
で
あ
る
の
で
、
訴
え
を
提
起
す

る
も
の
で
あ
る
。

■
刈
谷
市
議
会
に
お
け
る
信
頼
回
復

に
関
す
る
決
議
に
つ
い
て

　

平
成
１８
年
７
月
に
開
催
さ
れ
ま
し

た
全
国
都
市
問
題
会
議
へ
の
参
加
に

つ
い
て
、
政
治
倫
理
委
員
会
で
の
審

議
結
果
を
受
け
、
議
会
全
体
で
議
会

改
革
や
再
発
防
止
に
取
り
組
む
こ
と

を
決
議
し
ま
し
た
。
（
詳
細
は
４

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
）

■
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
専
決
処

分
に
つ
い
て

　

本
市
の
業
務
車
の
運
転
に
よ
り
生

じ
た
、
相
手
方
の
乗
用
車
へ
の
損
害

に
対
し
、
損
害
賠
償
し
ま
す
。

損
害
賠
償
額�

１７
万
５
，
２
３
５
円

■
平
成
２３
年
度
継
続
費
の
繰
越
し
に

つ
い
て

　

継
続
費
と
は
、
数
年
度
に
わ
た
り

予
算
を
支
出
す
る
も
の
で
、
完
了
ま

で
に
期
間
を
要
す
る
事
業
に
適
用
し

ま
す
。

　

経
費
の
総
額
や
年
割
額
は
あ
ら
か

じ
め
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
事
業

の
進
捗
状
況
に
よ
り
、
順
次
繰
り
越

し
て
支
出
し
ま
す
。

◇
水
道
事
業
会
計
◇

浄
水
・
配
水
施
設
増
補
改
良
事
業

（
水
源
浄
水
場
中
央
監
視
制
御
設
備

更
新
工
事
）

継
続
費
の
総
額

�

１０
億
８
，
１
５
０
万
円

２４
年
度
へ
の
繰
越
額

�

４
億
５
，
４
８
７
万
円

■
平
成
２３
年
度
繰
越
明
許
費
の
繰
越

し
に
つ
い
て

　

繰
越
明
許
費
と
は
、
天
候
不
順
、

交
渉
の
不
調
な
ど
に
よ
り
事
業
の
完

了
が
遅
れ
た
場
合
、
翌
年
度
に
限
り

予
算
を
繰
り
越
し
て
支
出
で
き
る
も

の
で
す
。

◇
一
般
会
計
◇

仮
住
民
票
発
送
事
業
な
ど
１９
件

繰
越
総
額

�

７
億
４
，
１
６
４
万
円

◇
特
別
会
計
◇

刈
谷
市
下
水
道
事
業
特
別
会
計

繰
越
額�

２
，
９
７
４
万
円

刈
谷
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

繰
越
額�

７
，
０
０
０
万
円

　

補
正
予
算
議
案
は
、
全
議
員
で
構

成
す
る
予
算
審
査
特
別
委
員
会
を
経

て
、
企
画
総
務
、
福
祉
経
済
、
建
設

水
道
、
文
教
の
各
分
科
会
で
審
査
さ

れ
ま
し
た
。

　

６
月
２８
日
に
再
度
予
算
審
査
特
別

委
員
会
を
開
催
し
、
各
分
科
会
で
の

審
査
結
果
に
つ
い
て
、
各
分
科
会
委

員
長
よ
り
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

補
正
す
る
額
（
一
般
会
計
）

�

４
億
３
，
０
３
０
万
円

補
正
後
の
予
算
総
額
（
一
般
会
計
）

�

４
６
８
億
３
０
万
円

補
正
後
の
予
算
総
額
（
全
会
計
）

�

７
４
０
億
９
，
９
６
９
万
円

（
児
童
福
祉
）

　

社
会
福
祉
法
人
西
三
河
子
供
の
家

が
実
施
す
る
（
仮
称
）
第
２
こ
ぐ
ま

保
育
園
の
建
設
に
対
し
、
補
助
金
を

交
付
し
ま
す
。

�

２
億
７
６
０
万
円

（
商
工
業
振
興
）

　

市
内
企
業
の
流
出
防
止
、
雇
用
の

維
持
拡
大
及
び
経
営
基
盤
の
強
化
を

図
る
た
め
に
、
市
内
に
工
場
等
を
新

増
設
す
る
中
小
企
業
者
に
対
し
補
助

金
を
交
付
し
ま
す
。

�

２
億
円

単　

行　

議　

案

報

告

案

件

　

各
委
員
会
で
は
議
案
や
請
願
・
陳

情
の
審
査
の
ほ
か
、
次
の
こ
と
が
話

し
合
わ
れ
ま
し
た
。

　

「
外
部
評
価
の
対
象
事
業
の
決
め

方
に
つ
い
て
」
「
県
外
市
町
村
と
の

災
害
時
相
互
応
援
協
定
に
つ
い
て
」

「
防
犯
灯
の
設
置
に
つ
い
て
」
「
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
つ
い
て
」

「
公
共
施
設
の
維
持
管
理
に
つ
い

て
」
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

　

「
保
育
所
関
係
の
人
件
費
に
つ
い

て
」
「
独
居
等
、
孤
独
死
対
策
に
つ

い
て
」
「
が
れ
き
問
題
の
現
状
に
つ

い
て
」
「
エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン
刈
谷

の
２３
年
度
の
目
標
達
成
状
況
に
つ
い

て
」
「
生
活
保
護
費
支
給
状
況
に
つ

い
て
」
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

◆
所
管
事
務
調
査

　

「
刈
谷
市
都
市
交
通
戦
略
」
の
策

定
に
つ
い
て

　

都
市
交
通
に
お
い
て
は
地
域
活
力

の
維
持
・
向
上
と
と
も
に
、
東
日
本

大
震
災
を
教
訓
と
す
る
防
災
・
減
災

対
策
の
推
進
、
環
境
問
題
へ
配
慮
し

た
低
炭
素
化
の
推
進
、
交
通
弱
者
の

移
動
環
境
の
確
保
な
ど
の
課
題
が
顕

在
化
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
市
中
心
部
で
は
、
朝
夕

の
通
勤
時
に
は
激
し
い
渋
滞
が
発
生

し
て
お
り
、
生
活
道
路
へ
の
迂
回
交

通
の
進
入
や
、
中
心
市
街
地
へ
の
ア

ク
セ
ス
利
便
性
の
低
下
な
ど
の
問
題

が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
課
題
の
解
決
を
念
頭
に
、

総
合
交
通
体
系
の
視
点
か
ら
、
本
市

が
目
指
す
べ
き
都
市
交
通
の
ビ
ジ
ョ

ン
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

具
現
化
に
向
け
て
整
理
し
て
い
く
と

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

（
基
本
方
針
）

　

市
民
・
企
業
・
行
政
等
の
適
切
な

役
割
分
担
の
も
と
、
一
体
的
な
取
り

組
み
を
実
施
し
、
都
市
交
通
体
系
の

構
築
を
目
指
し
ま
す
。

・
基
本
理
念
の
共
有
化
と
浸
透

・
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
着
実
な
ス
テ
ッ

　

プ
ア
ッ
プ
と
ゆ
る
ぎ
な
い
生
活
交

　

通
基
盤
の
創
出

・
企
業
の
参
画
に
よ
る
先
進
技
術
の

　

活
用

　

そ
の
ほ
か
「
ク
リ
ー
ン
サ
ポ
ー
ト

刈
谷
に
つ
い
て
」
「
市
営
住
宅
の
防

災
及
び
減
災
に
つ
い
て
」
「
組
織
機

構
変
更
の
狙
い
に
つ
い
て
」
「
小
道

公
園
の
整
備
に
つ
い
て
」
な
ど
が
話

し
合
わ
れ
ま
し
た
。

　

「
給
食
食
材
の
放
射
線
量
測
定
に

つ
い
て
」
「
グ
リ
ー
ン
グ
ラ
ウ
ン
ド

刈
谷
周
辺
の
日
陰
対
策
に
つ
い
て
」

「
防
犯
体
制
に
つ
い
て
」
「
市
民
館

の
備
品
購
入
補
助
に
つ
い
て
」
「
給

食
食
材
の
産
地
に
つ
い
て
」
「
雑
誌

ス
ポ
ン
サ
ー
制
度
に
つ
い
て
」
な
ど

が
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

企
画
総
務
委
員
会

福
祉
経
済
委
員
会

建
設
水
道
委
員
会

文
教
委
員
会

■
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

　

平
成
２４
年
９
月
３０
日
で
任
期
満
了
と
な
る
の
で
、
次
の
方

を
再
び
推
薦
す
る
こ
と
に
異
議
の
な
い
旨
、
答
申
し
ま
し
た
。

人権擁護委員とは・・・
　人権擁護委員は国民に保障されている基
本的人権を守るため、法務大臣より委嘱さ
れています。市長は議会の意見を聞き、法
務大臣に推薦します。

議
決
結
果
一
覧
表

主
な

議
案
６
月定例

会

　

今
回
は
、
刈
谷
市
議
会
に
お
け
る
信
頼
回
復
に
関
す
る
決
議
に
つ

い
て
と
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
な
ど
で
す
。

　

質
疑
に
つ
い
て
は
、
本
会
議
で
報
告
さ
れ
た
各
委
員
会
の
委
員
長

報
告
を
要
約
し
て
掲
載
し
ま
す
。

　

今
回
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
提
出
さ

れ
た
請
願
６
件
と
陳
情
３
件
は
、
関

係
す
る
各
委
員
会
で
審
査
さ
れ
た
結

果
、
請
願
は
１
件
が
採
択
、
５
件
が

不
採
択
と
な
り
、
陳
情
３
件
は
い
ず

れ
も
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

　

採
択
さ
れ
た
請
願
に
伴
う
意
見
書

は
本
会
議
最
終
日
に
全
会
一
致
で
可

決
さ
れ
、
関
係
機
関
に
送
付
さ
れ
ま

し
た
。
（
意
見
書
の
全
文
は
ペ
ー
ジ

左
上
に
掲
載
）

（
請
願
）

▼
「
こ
こ
ろ
の
健
康
を
守
り
推
進
す

る
基
本
法
」
（
仮
称
）
制
定
を
求
め

る
国
へ
の
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る

請
願�

採
択

▼
す
べ
て
の
高
齢
者
に
月
額
３
・
３

万
円
の
年
金
を
支
給
し
、
年
金
受
給

資
格
期
間
を
短
縮
す
る
よ
う
国
に
意

見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願

�

不
採
択

請
願
／
陳
情
の
結
果

議
員
提
出
議
案

補
正
予
算
議
案

富士見町にあるこぐま保育園

▼
年
金
支
給
年
齢
の
引
き
上
げ
を
や

め
る
よ
う
国
に
意
見
書
の
提
出
を
求

め
る
請
願�

不
採
択

▼
年
金
２
・
５
％
の
削
減
を
や
め
る

よ
う
国
に
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る

請
願�

不
採
択

▼
消
費
税
増
税
に
反
対
す
る
意
見
書

の
提
出
を
求
め
る
請
願�

不
採
択

▼
消
費
税
の
大
増
税
に
反
対
す
る
請

願�

不
採
択

（
陳
情
）

▼　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
反
対
に
関
す

る
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
陳
情

�

不
採
択

▼　

公
契
約
法
の
制
定
な
ど
働
く
者

の
権
利
を
守
り
、
公
務
・
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
、
憲
法
擁
護
・
核
兵
器

の
な
い
世
界
を
求
め
る
陳
情

�

不
採
択

▼　

最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
な
ど
働

く
者
の
権
利
を
守
り
、
公
務
・
公
共

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
求
め
る
陳
情

�

不
採
択

　「こころの健康を守り推進する基本法」（仮称）制定を求める意見書

　今の日本は、「国民のこころの健康の危機」といえる状況にあります。
　毎年３万人以上の方がみずから命を絶ち、３２０万人を超える人々、つま
り国民の４０人に１人以上が精神疾患のために医療機関を受診しているのが
現状です。また、ひきこもり・虐待・路上生活など緊急の社会問題の多く
の背景にも、こころの健康の問題があると言われています。
　世界保健機構（ＷＨＯ）は「命と生活に最も影響を与えるのは精神疾患
である」と警告を発しています。これを受けて欧米先進国では、医療の中
で精神医療を最重点課題として対策し、効果を上げています。
　このような中で、厚生労働省はようやく昨年７月に、今までの「４大疾
患」に精神疾患を加えることによって、「こころの問題」を医療政策の重
点に位置付けました。
　精神疾患が「５大疾患」の１つとして、取り上げられるにふさわしい医
療が提供されるためには、その基礎となる法律の制定が不可欠です。
　よって、刈谷市議会は政府に対し、精神保健医療が時代の変化に的確に
対応したものになるよう、次の事項について強く要望します。

記
　１．「こころの健康を守り推進する基本法」（仮称）の制定をすること
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　　平成２４年６月２９日

刈　谷　市　議　会

国道 ４１９ 号線の一部が４車線に

塚つ
か 

本も
と　

隆た
か 

雄お　
氏

今
川
町
３
丁
目
１
０
９
番
地

（
３
期
目
）

近こ
ん 

藤ど
う　

俊と
し 

行ゆ
き　

氏宝
町
６
丁
目
２５
番
地

（
２
期
目
）

戸と 

田だ　
チ
ト
ミ　
氏

大
正
町
７
丁
目
１
２
２
番
地

（
２
期
目
）

　

４
月
臨
時
会
は
４
月
１２
日
に
招
集

さ
れ
、
会
期
を
１
日
間
と
し
同
日
閉

会
し
ま
し
た
。

　

議
案
に
つ
い
て
は
当
局
よ
り
説
明

を
受
け
、
一
部
の
議
案
に
つ
い
て
反

対
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

委
員
会
で
の
審
査
を
省
略
し
、
採
決

し
た
結
果
、
議
案
は
い
ず
れ
も
原
案

の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

■
刈
谷
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
い

改
正
し
ま
す
。

○
個
人
市
民
税
の
主
な
改
正

・
退
職
所
得
の
分
離
課
税
に
か
か
る

所
得
割
に
つ
い
て
、
所
得
割
の
額

か
ら
そ
の
１０
分
の
１
に
相
当
す
る

額
を
控
除
す
る
措
置
を
廃
止
し
、

平
成
２５
年
１
月
１
日
か
ら
適
用
し

ま
す
。

・
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防
災

に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、

平
成
２６
年
度
か
ら
平
成
３５
年
度
ま

で
の
各
年
度
分
の
均
等
割
額
を
３
，

０
０
０
円
か
ら
３
，
５
０
０
円
に

改
め
ま
す
。

○
固
定
資
産
税
の
主
な
改
正

・
土
地
に
か
か
る
平
成
２４
年
度
か
ら

平
成
２６
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
負
担
に
つ
い
て
の

調
整
措
置
を
講
ず
る
た
め
適
用
年

度
を
改
め
ま
す
。
た
だ
し
、
住
宅

用
地
及
び
特
定
市
街
化
区
域
農
地

に
つ
い
て
は
課
税
標
準
額
を
前
年

と
同
額
に
据
え
置
く
こ
と
と
す
る

特
例
を
廃
止
し
、
平
成
２４
年
度
以

後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
適
用
し
ま
す
。

・
住
宅
用
地
及
び
特
定
市
街
化
区
域

農
地
に
か
か
る
特
例
の
廃
止
に
あ

４
月
臨
時
会
開
催

　

〜
市
民
税
を
は
じ
め
と
す
る
税
制
を
改
正
〜

た
り
、
経
過
措
置
と
し
て
、
平
成

２４
年
度
及
び
平
成
２５
年
度
は
、
負

担
水
準
が
９０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の

住
宅
用
地
及
び
特
定
市
街
化
区
域

農
地
に
つ
い
て
は
、
課
税
標
準
額

を
前
年
と
同
額
に
据
え
置
き
ま
す
。

・
次
の
償
却
資
産
に
か
か
る
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
の
特
例
割
合
を

定
め
る
も
の
で
、
平
成
２５
年
度
以

後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
適

用
し
ま
す
。

○
市
た
ば
こ
税

　

市
た
ば
こ
税
の
税
率
を
次
の
よ
う

に
改
め
ま
す
。

●市たばこ税の改正
区　　分 改正前 改正後

旧３級品以外の製造
たばこ１，０００本につき

４，６１８円 ５，２６２円

旧３級品の製造たばこ
１，０００本につき

２，１９０円 ２，４９５円

●課税標準の特例割合
区　　分 特例割合

下水道法に規定する
除外施設

４分の３

特定都市河川浸水被害
対策法に規定する
雨水貯留浸透施設

３分の２


